
 

 

 

 

 

 

 

決算・確定申告のご相談は予約制のためご協力ください。 
予約をされず来会された場合、お待ちいただくことになります！！ 

所得税・贈与税の確定申告・納付期限は、３月１６日（月）まで。 

消費税の申告・納付期限は、３月３１日（火）までです。 お急ぎください。 

商工会での電子申告をご希望の方は、３月１２日（木）まで受付とさせていただきます。 

（事前予約：白川町商工会ＴＥＬ７２－１２０５） 

【決算・確定申告相談時の持ち物】 
□ 令和７年分確定申告のお知らせのハガキ（税務署より） 

□ 昨年分の申告書等の控え 

□ マイナンバー（本人、控除対象配偶者・扶養者  ※１６歳未満も含む） 

□ 源泉徴収票（給与・公的年金等） 

□ 売上や経費のわかる帳簿 

□ 生命保険・社会保険料等の控除証明書 

□ 医療費控除・寄附金の領収書  

（医療費は、医療を受けた人・病院毎に集計してご来会ください。 ） 

□ 住宅ローンに関する書類（ローン残高証明書など） 
 

※ 申告相談は随時行っております。 混雑を避けるためお早めにご相談ください。 

※ 決算支援手数料をいただきます。 

所得税１件  会員：３,０００円、 非会員１０,０００円  

消費税１件  会員：３,０００円、 非会員１０,０００円  
 

インボイス発行事業者は、消費税の確定申告が必要です！ 

免税事業者が、インボイス発行登録を受けた場合には、消費税の確定申告が必要です。

申告にあたり、納税額を売上税額の２割に軽減できる、「２割特例」の適用が可能です。  

「２割特例」を適用できる期間は、令和５年１０月１日から令和８年９月３０日までの日の

属する各課税期間となります。 最大４回分の確定申告が可能です。 

基準期間（２年前）の課税売上高が１，０００万円を超える場合や高額な資産を仕入れた

場合、課税期間を短縮している場合など、「２割特例」の適用を受けることができない

場合もあります。 

消費税の申告・納付期限は、３月３１日（火）までです。 お早めにご相談ください。 
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移動商工会（３月）のお知らせ！ 

移動商工会では、決算・確定申告の相談を行います。 黒川会場は大変混み合うため、 

事前に予約を頂いた方を優先に相談に応じます。 

ご希望の方は、早めにご予約をお願いします。 

（事前予約制：白川町商工会ＴＥＬ７２－１２０５）  ご連絡よろしくお願いします。 

相 談 実 施 日 時     間 開催場所 

３ 月 ９日 （月） 午前 １０ 時 ～ 午後 ４ 時 黒川 ふれあいセンター 

 

税理士による決算・確定申告相談のお知らせ！ 

税理士による決算・確定申告相談を白川町商工会にて次の日程にて行います。 

消費税の申告、土地・株などの売買・譲渡などのご相談にご利用下さい。 

完全予約制のため、ご希望の方は、早めに事前予約のご連絡をお願いします。  

（事前予約：白川町商工会ＴＥＬ７２－１２０５） 

確 定 申 告 相 談 日 時     間 専 門 税 理 士 

３ 月 １２ 日 （木） 午後１時３０分～午後 4 時３０分 田口康生 税理士 

【この相談会は、岐阜県の補助金を受けて実施しています。】 

※ 決算書・申告書相談内容に関する資料（前年の控えなど）を揃えてお越しください。 

 しっかり記帳を行い、経営内容を把握して、節税対策や経営改善を図りましょう！  

 

ビジキャンしらかわ『創業・継業・補助金・IT専門家個別相談会』！ 

令和８年４月より毎月１回、これから創業したい方、白川町に移住して起業してみたい方、創

業間もない方、事業を譲りたい・引き継ぎたい方、補助金、IT 活用してみたい方を対象に専

門家個別相談会を開始します。「事業計画」「資金調達」「マーケティング」「ブランディング」な

ど、将来の事業展開等についてワンストップで専門家に直接相談できる機会です。 ぜひご

参加ください！ 

日程が決まり次第、商工会ホームページや公式 LINE でお知らせいたします。 

完全予約制となっていますので参加ご希望の方は、白川町商工会または白川町役場振興課

へお問い合わせください。 

【場   所】 白川町役場会議室 

【相談料等】 無 料  

【申 込 先】 白川町商工会（TEL：72-1205）・白川町役場振興課（℡：72‐1311） 

【そ の 他】 予約制につき、必ず事前に連絡をお願いします  

 

 

白川町商工会公式 LINE ともだち登録してね→ 



令和８年３月分からの健康保険料率変更のお知らせ！ 

 

 



 

 

 


